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重要ポイント

• 本資料は、ESRSとISSB基準における気候

関連のサステナビリティ開示に焦点を当て

た相互運用可能性ガイダンスを提供するも

のである。内容は教育的な性質のものであ

り、ESRSやISSB基準の要求事項に優先し

たり、それらを変更するものではない。

• ESRSとISSB基準には、多くの整合した要

求事項がある一方で、両基準への準拠を表

明するために、企業が対応しなければなら

ない相違点がある。

• グローバル企業で、ESRSへの準拠が義務

付けられている法域に報告企業を有し、か

つ、ISSB基準への準拠が義務付けられて

いる法域にも報告企業を有する場合、両基

準への準拠が必要となる可能性がある。

• IFRS S1における重要性の定義は、投資家

の意思決定に有用であることに焦点を当て

ており、ESRSにおける財務的マテリアリティ

(重要性)の定義と一致している。しかし、

ESRSは、投資家に加えその他のステーク

ホルダーにとって何が意思決定に有用な情

報であるかを考慮するダブル・マテリアリテ

ィによる評価を要求している。

概要

2024年5月2日、IFRS財団と欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)は共同で、IFRSサステ

ナビリティ開示基準(ISSB基準)と欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)の整合性に関する

ガイダンス資料を公表した。

本ガイダンス資料は気候関連の開示に焦点を当てているため、主にIFRS S2号「気候関連

開示」(IFRS S2)の要求事項、及び、関連する場合は、IFRS S1号「サステナビリティ関連財

務情報の開示に関する全般的要求事項」(IFRS S1)の規定を取り扱っている。

本ガイダンス資料の内容は教育的な性質のものであり、ESRS又はISSB基準の要求事項

に優先したり、それらを変更するものではないことに留意しなければならない。特定の企業

が、ある特定の要求事項を開示する必要があるかどうかは、企業の事実と状況に左右さ

れ、重要性にもよる。

ガイダンス資料はどのような企業に関連するのか?
例えば、グローバル企業で、ESRSへの準拠が義務付けられている法域に報告主体を有

し、かつ、ISSB基準への準拠が義務付けられている法域にも報告主体を有する場合、当

該企業とのその子会社は、ESRSとISSB基準の両方に準拠しなければならない(または準

拠することを選択する)ような状況が存在する。ISSB基準への準拠が義務付けられるの

は、現地法域の当局による導入後となるため、適用のタイムラインはさまざまである。これ

までのところ、ブラジルとトルコがISSB基準の義務化を表明しており、ISSB基準又はISSB
基準に基づく同様の基準の導入を義務付ける意向を示す法域が増えている。

ESRS及びISSB基準

相互運用可能性

ガイダンスの公表
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企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の規準を満たす企業は、ESRSに準拠する必要があ

る(準拠のタイムラインは、どの対象企業に分類されるかによって異なる)。

本ガイダンス資料は、ESRSとISSB基準との間の開示要求事項の整合性、及び、どちらか一

方の基準から適用を開始する企業が両方の基準への準拠を表明できるようにするために理

解する必要のある情報について説明している。本ガイダンス資料には、「ESRS又はISSB基
準のどちらで始めるかに関係なく、企業はこの相互運用可能性ガイダンスの内容に従うこと

で、両方の基準の気候関連の要求事項に準拠できる」と述べられている。

本ガイダンス資料は、以下の4つのセクションを含む。

1. ESRSおよびISSB基準の全般的要求事項に関するコメント

2. 共通の気候関連開示

3. ESRSとIFRS S2の比較 – ESRSから始める企業が、両方の基準に準拠するために

ISSB基準を適用する際に理解する必要のある情報

4. IFRS S2とESRSの比較 – ISSB基準から始める企業が、両方の基準に準拠するた

めにESRSを適用する際に理解する必要のある情報

相互運用可能性ガイダンス資料の要点

重要性

IFRS S1における重要性の定義は、ESRSにおける財務的マテリアリティ(重要性)の定義と一

致している。両基準とも、開示すべき重要性がある情報を識別するために、意思決定有用性

の規準に依拠している。しかし、ESRSのダブル・マテリアリティ評価は、投資家とその他のス

テークホルダーの双方にとって意思決定に有用な情報を検討するのに対し、ISSB基準では、

投資家にとってのみ意思決定に有用な情報に焦点を当てている。

表示

IFRS S1では、情報が企業の一般目的財務報告書に含まれている限り、さまざまな場所で開

示することを認めている。ESRSでは、サステナビリティ情報をマネジメントレポートの専用セク

ションであるサステナビリティレポートに表示することを義務付けている。原則として、ESRSに
おいて要求される開示の場所は、IFRS S1におけるそれにも準拠するものである。ただし、

ESRSに基づいて開示される追加情報が、ISSB基準に基づく開示要求事項を不明瞭にして

はならないことが重要である。

気候以外のサステナビリティ・トピックに関する開示

ESRS 1及びESRS 2は、IFRS S1と同様に、重要性があると評価されたサステナビリティ・ト

ピックに関連する情報の開示を要求している。ESRSには、気候を含む10の異なるサステナ

ビリティ・トピックに関する専用の報告基準があるが、ISSB基準には、これまでのところ、トピッ

クベースの基準は気候関連のもの(IFRS S2)しか存在しない。

サステナビリティ関連のリスク又は機会に具体的に適用されるISSB基準が存在しない場合、

IFRS S1は、企業が報告すべきサステナビリティ事項を識別するために使用すべき情報源を

定めている。IFRS S1は、第一にSASB基準の開示トピックに関連する指標の適用可能性を

考慮することを企業に求めているが、IFRS S1の目的が引き続き達成されていることを条件

に、企業はガイダンスの情報源としてESRSを参照し、考慮することもできると述べている。
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救済措置

両基準共に、救済措置を提供している(本ガイダンス資料の付属に記載されている)。ただし、

本ガイダンス資料では、両方の基準への準拠を表明し、かつ、救済措置も適用する場合は、

救済措置が両方の基準の要求事項を満たさない可能性があるため、基準を慎重に確認する

よう企業にアドバイスしている。

2つの基準間の共通の気候関連開示

本ガイダンス資料のセクション2は、気候関連開示の共通の要求事項を示しており、また、

IFRS S2の構造に基づいて、参照用に2つの基準のパラグラフを7ページにわたる表(表2.1)
で並べて記載している。

2つの基準のパラグラフには類似点があり、使用される用語が同じ場合もある。本ガイダンス

資料には、「本セクションは、2つの基準における気候関連開示に高い整合性が存在している

ことを示している。表2.1は、気候関連のISSB基準の開示のほとんど全てがESRSに含まれ

ていることを示している」と述べられている。2つの基準の文言が完全に同じではない場合も

あるが、IFRS財団とEFRAGは、これらを相違点として示さないことを決定した。そのため、企

業はこれらの要求事項に関連する開示情報が、両方の基準の開示要求を満たすと考えるか

もしれない。本ガイダンスは、単独で読むことはできず、「関連する基準(ESRSまたはISSB基

準)と合わせて読む必要がある」と述べられている。

2つの基準における気候関連開示の相違点

本ガイダンス資料のセクション3は、ESRSから始める企業がISSB基準への準拠を表明する

ために考慮する必要がある、ISSB基準における追加的な気候関連の開示要求事項を取り扱

っている。本ガイダンス資料のセクション4は、ISSB基準から始める企業がESRSへの準拠を

表明するために考慮する必要がある、ESRSにおける追加的な気候関連の開示要求事項を

取り扱っている。

両基準が同じ開示トピックを取り扱っていても、開示要求事項が異なる場合があり、例えば、

シナリオ分析、温室効果ガス排出の分解、カーボン・クレジットなどがあげられる。これらの領

域については、本ガイダンス資料のセクション3.1と4.1で取り上げられている。

本ガイダンス資料のセクション3.1では、ISSB基準がESRSの気候関連の開示要求事項と重

複する領域を取り上げると共に、さらなる考慮が必要な領域を強調している。これらの領域に

は、上記の3つに加えて、移行計画における仮定、産業別の指標、気候関連の機会、そして

資本の配分や投下が含まれる。セクション3.2は、ファイナンスド・エミッションに関する気候関

連開示に関しては、ESRSには対応する具体的な開示要求事項がないという点を取り上げて

いる。



ESRS及びISSB基準 相互運用可能性ガイダンスの公表

本ガイダンス資料のセクション4.1では、ESRSがISSB基準の気候関連の開示要求事項と

重複する領域を取り上げると共に、さらなる考慮が必要な領域を強調している。これらの領

域には、上記の3つに加えて、定量的情報(単一の数値又は範囲)、気候関連の物理的リ

スク及び移行リスク、温室効果ガス排出削減目標、そして、温室効果ガス排出の組織境界

(バウンダリ)の定義が含まれる。組織境界の定義に関して、本ガイダンス資料では、IFRS
S2に準拠して報告する企業は、GHGプロトコルで記述されている財務支配力基準を適用

することを選択した場合にのみ、組織境界がESRSと整合させることができることを明確に

している。さらに、IFRS S2に準拠して報告する企業は、当該企業が経営支配力を有する

関連会社、ジョイント・ベンチャー、非連結子会社(投資企業)、及び事業体を通じて組成さ

れていない共同支配の取決め(すなわち、共同支配事業及び資産)からの温室効果ガス排

出も開示する場合にのみ、ESRSと連結グループの組織境界を整合させることができる。

本ガイダンス資料のセクション4.2では、補足的なデータポイントがESRSで求められてい

る、気候関連のESRSの開示要求事項、及び、IFRS S1又はIFRS S2に対応する開示要

求事項がない追加の気候関連の開示が取り上げられている。ESRS 2には、ガバナンスと

戦略の柱に関する開示が含まれており、ESRS E1と合わせて適用しなければならない。こ

れらの追加的な開示は表4.2.1に含まれている。ESRS E1から生じる補足的及び追加的

な開示は表4.2.2に含まれている。

弊法人のコメント

本相互運用可能性ガイダンス資料は、ISSB基準とESRSの両方に準拠したい企業にと

って有用である。特に、グローバル企業で、ESRSへの準拠が義務付けられている法域

に報告主体があり、かつ、ISSB基準への準拠が義務付けられている法域にも報告主体

がある場合、両基準への準拠が必要となる可能性がある。両基準のどちらか一方の適

用から始める企業は、両基準の主要な差異を認識すると共に、企業に適用され、かつ

重要性がある範囲において両基準の差異を開示に反映しなければならない。しかし、企

業は、ISSB基準で開示が要求される情報とESRSで開示が要求される情報とを明確に

識別できるようにしなければならない。企業は、本ガイダンス資料は関連する基準と合

わせて読まなければならないことに留意すべきである。また、企業は、両基準どちらの

要求事項を満たすためにも本ガイダンス資料に単独で依拠すべきではない。
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